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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信アプリケーションを用いてワイヤレスネットワークにおいて動作する第１のスマー
トフォンと第２のスマートフォンとの間でメッセージが交換されることを可能にする方法
であって、前記第１のスマートフォンは、第１の個人識別番号（ＰＩＮ）を有し、前記第
２のスマートフォンは、第２のＰＩＮを有し、
　前記方法は、
　前記第１のスマートフォンが、ネットワーク接続を介して前記第２のスマートフォンに
ショートメッセージングシステム（ＳＭＳ）インビテーションメッセージを送信すること
であって、前記ＳＭＳインビテーションメッセージは、前記第１のＰＩＮを含む、ことと
、
　前記第１のスマートフォンが、第２の通信アプリケーションを用いて送達された受容メ
ッセージを受信することであって、前記受容メッセージは、前記第２のＰＩＮを含む、こ
とと、
　前記第１のスマートフォンが、前記通信アプリケーションを用いて少なくとも１つの第
１のメッセージを作成することであって、前記少なくとも１つの第１のメッセージは、前
記第２のＰＩＮを含む、ことと、
　前記第１のスマートフォンが、ルーティングサーバを用いて前記ワイヤレスネットワー
クを介して前記第２のスマートフォンに前記少なくとも１つの第１のメッセージを送信す
ることであって、前記ルーティングサーバは、前記第２のＰＩＮに基づいて、前記少なく
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とも１つの第１のメッセージをルーティングする、ことと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの第１のメッセージは、そのメッセージヘッダ内に前記第２のＰＩ
Ｎを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ルーティングサーバは、前記第２のＰＩＮを用いて前記第２のＰＩＮに基づいて前
記少なくとも１つの第１のメッセージをルーティングすることにより、前記第２のスマー
トフォンのネットワークアドレスを決定する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２のスマートフォンの前記ネットワークアドレスは、インターネットプロトコル
（ＩＰ）アドレスである、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２のＰＩＮを用いて前記第２のスマートフォンの前記ネットワークアドレスを決
定することは、前記ルーティングサーバ内に格納された少なくとも１つのルーティングテ
ーブルを用いることを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの第１のメッセージをルーティングすることは、前記決定されたネ
ットワークアドレスを用いて前記ワイヤレスネットワークを介して前記第２のスマートフ
ォンに前記少なくとも１つのメッセージを送信することを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のスマートフォンが、コンタクトデータベース内に前記第２のスマートフォン
を識別する情報を格納することをさらに含み、前記情報は、前記第２のＰＩＮを含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のスマートフォンが、前記第２のＰＩＮを用いて前記ワイヤレスネットワーク
および前記ルーティングサーバを介して前記第２のスマートフォンに使用可能性情報を送
信することをさらに含み、前記使用可能性情報は、前記第１のスマートフォンに関する、
請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のＰＩＮは、第１の電話番号を含み、前記第２のＰＩＮは、第２の電話番号を
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記プログラム
は、コンピュータによって実行されると、請求項１～９のいずれか一項に記載の方法を実
行することを前記コンピュータに行わせる、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【請求項１１】
　通信アプリケーションを用いてワイヤレスネットワークにおいて動作する第１のスマー
トフォンと第２のスマートフォンとの間でメッセージが交換されることを可能にするよう
に動作可能な第１のスマートフォンであって、前記第１のスマートフォンは、第１の個人
識別番号（ＰＩＮ）を有し、前記第２のスマートフォンは、第２のＰＩＮを有し、
　前記第１のスマートフォンは、
　ネットワーク接続を介して前記第２のスマートフォンにショートメッセージングシステ
ム（ＳＭＳ）インビテーションメッセージを送信することであって、前記ＳＭＳインビテ
ーションメッセージは、前記第１のＰＩＮを含む、ことと、
　第２の通信アプリケーションを用いて送達された受容メッセージを受信することであっ
て、前記受容メッセージは、前記第２のＰＩＮを含む、ことと、
　前記通信アプリケーションを用いて少なくとも１つの第１のメッセージを作成すること
であって、前記少なくとも１つの第１のメッセージは、前記第２のＰＩＮを含む、ことと
、
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　ルーティングサーバを用いて前記ワイヤレスネットワークを介して前記第２のスマート
フォンに前記少なくとも１つの第１のメッセージを送信することであって、前記ルーティ
ングサーバは、前記第２のＰＩＮに基づいて、前記少なくとも１つの第１のメッセージを
ルーティングする、ことと
　を行うように動作可能なプロセッサを含む、第１のスマートフォン。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの第１のメッセージは、そのメッセージヘッダ内に前記第２のＰＩ
Ｎを含む、請求項１１に記載の第１のスマートフォン。
【請求項１３】
　前記ルーティングサーバは、前記第２のＰＩＮを用いて前記第２のＰＩＮに基づいて前
記少なくとも１つの第１のメッセージをルーティングすることにより、前記第２のスマー
トフォンのネットワークアドレスを決定する、請求項１１に記載の第１のスマートフォン
。
【請求項１４】
　前記第２のスマートフォンの前記ネットワークアドレスは、インターネットプロトコル
（ＩＰ）アドレスである、請求項１３に記載の第１のスマートフォン。
【請求項１５】
　前記第２のＰＩＮを用いて前記第２のスマートフォンの前記ネットワークアドレスを決
定することは、前記ルーティングサーバ内に格納された少なくとも１つのルーティングテ
ーブルを用いることを含む、請求項１３に記載の第１のスマートフォン。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つの第１のメッセージをルーティングすることは、前記決定されたネ
ットワークアドレスを用いて前記ワイヤレスネットワークを介して前記第２のスマートフ
ォンに前記少なくとも１つのメッセージを送信することを含む、請求項１３に記載の第１
のスマートフォン。
【請求項１７】
　コンタクトデータベース内に前記第２のスマートフォンを識別する情報を格納するよう
にさらに動作可能であり、前記情報は、前記第２のＰＩＮを含む、請求項１１に記載の第
１のスマートフォン。
【請求項１８】
　前記第２のＰＩＮを用いて前記ワイヤレスネットワークおよび前記ルーティングサーバ
を介して前記第２のスマートフォンに使用可能性情報を送信するようにさらに動作可能で
あり、前記使用可能性情報は、前記第１のスマートフォンに関する、請求項１１に記載の
第１のスマートフォン。
【請求項１９】
　前記第１のＰＩＮは、第１の電話番号を含み、前記第２のＰＩＮは、第２の電話番号を
含む、請求項１８に記載の第１のスマートフォン。
【請求項２０】
　ルーティングサーバ（２０）を含むシステムにおいて第１の電子デバイス（１０Ａ）と
第２の電子デバイス（１０Ｂ）との間でメッセージを交換する方法であって、前記第１の
電子デバイス（１０Ａ）は、第１の独自のＩＤを有し、前記第２の電子デバイス（１０Ｂ
）は、第２の独自のＩＤを有し、前記第１の独自のＩＤおよび前記第２の独自のＩＤは、
前記ルーティングサーバを介してメッセージングアプリケーションを用いて通信するため
のものであり、
　前記方法は、
　前記第１の電子デバイス（１０Ａ）から前記第２の電子デバイス（１０Ｂ）に、前記第
１の電子デバイス（１０Ａ）および前記第２の電子デバイス（１０Ｂ）の両方に共通の通
信アプリケーションを用いて、ネットワークを介して第１のメッセージを送信することで
あって、前記第１のメッセージは、前記第１の独自のＩＤを含む、ことと、
　前記ネットワークによって送達された第２のメッセージを前記第１の電子デバイス（１
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０Ａ）において受信することであって、前記第２のメッセージは、前記第２の独自のＩＤ
を含み、かつ、前記通信アプリケーションを用いて設定されている、ことと、
　前記メッセージングアプリケーションを用いて１つ以上の第３のメッセージを作成する
ことであって、前記１つ以上の第３のメッセージは、前記第２の独自のＩＤを含む、こと
と、
　前記１つ以上の第３のメッセージを前記ルーティングサーバ（２０）に送信することに
より、前記ルーティングサーバ（２０）が、前記１つ以上の第３のメッセージを前記第２
の電子デバイスに送信することを可能にすることと
　を含む、方法。
【請求項２１】
　前記第１のメッセージは、そのメッセージヘッダ内に前記第１の独自のＩＤを含む、請
求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記第２の独自のＩＤは、前記ルーティングサーバ（２０）が前記第２の電子デバイス
（１０Ｂ）のネットワークアドレスを決定することを可能にするために、前記１つ以上の
第３のメッセージにおいて提供される、請求項２０または２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記第２の電子デバイス（１０Ｂ）の前記ネットワークアドレスは、インターネットプ
ロトコル（ＩＰ）アドレスである、請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記第２の独自のＩＤは、前記ルーティングサーバ（２０）が、そこに格納された少な
くとも１つのルーティングテーブルを用いて、前記第２の電子デバイス（１０Ｂ）の前記
ネットワークアドレスを決定することを可能にする、請求項２２または２３に記載の方法
。
【請求項２５】
　前記第１の電子デバイス（１０Ａ）が、コンタクトデータベース内に前記第２の電子デ
バイス（１０Ｂ）を識別する情報を格納することをさらに含み、前記情報は、前記第２の
独自のＩＤを含む、請求項２０～２４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２６】
　前記第１の電子デバイス（１０Ａ）が、前記第１の電子デバイス（１０Ａ）に関する使
用可能性情報を前記第２の電子デバイス（１０Ｂ）に送信することをさらに含む、請求項
２０～２５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２７】
　前記第１の独自のＩＤおよび前記第２の独自のＩＤのうちの一方または両方は、個人識
別番号（ＰＩＮ）、電話番号、ネットワークアドレス、携帯電話加入者ＩＳＤＮ（ＭＳＩ
ＳＤＮ）、ＩＰアドレスのうちの１つを含む、請求項２０～２６のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項２８】
　１つ以上の第４のメッセージを受信することをさらに含み、前記１つ以上の第４のメッ
セージは、前記第１の独自のＩＤを含む、請求項２０～２７のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項２９】
　前記第１のメッセージ、前記第２のメッセージ、前記１つ以上の第３のメッセージのう
ちの任意の１つまたはすべては、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージ、マ
ルチメディアメッセージングサービス（ＭＭＳ）メッセージ、エンハンスドメッセージン
グサービス（ＥＭＳ）メッセージ、電子メールメッセージ、インスタントメッセージ、ピ
ア・ツー・ピア・メッセージ、ＤＴＭＦトーンのうちの少なくとも１つを含む、請求項２
０～２８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３０】
　プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記プログラム
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は、コンピュータによって実行されると、請求項２０～２９のいずれか一項に記載の方法
を実行することを前記コンピュータに行わせる、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【請求項３１】
　プロセッサと、通信アプリケーションと、メモリとを含む電子デバイス（１０Ａ）であ
って、前記メモリは、コンピュータ実行可能な命令を格納し、前記命令は、前記プロセッ
サによって実行されたときに、請求項２０～２９のいずれか一項に記載の方法を実行する
ように前記電子デバイスを動作させる、電子デバイス（１０Ａ）。
【請求項３２】
　通信アプリケーションを用いて電子データ通信システムにおいて第１の移動局（１０Ａ
）と第２の移動局（１０Ｂ)との間でメッセージが交換されることを可能にする方法であ
って、前記第１の移動局（１０Ａ）は、第１の個人識別番号（ＰＩＮ）を有し、前記第２
の移動局（１０Ｂ）は、第２のＰＩＮを有し、
　前記方法は、
　前記第１の移動局（１０Ａ）が、前記第２の移動局（１０Ｂ）に対する通話を開始する
ことと、
　前記通話が前記第２の移動局（１０Ｂ）によって返信されたことを検出すると、前記第
１の移動局（１０Ａ）が、音声回線を介して前記第２の移動局（１０Ｂ）にインビテーシ
ョンメッセージを送信することであって、前記インビテーションメッセージは、複数の第
１のＤＴＭＦトーンを含み、かつ、前記第１のＰＩＮを含む、ことと、
　前記第１の移動局（１０Ａ）が、前記音声回線を介して前記第２の移動局（１０Ｂ）か
ら受容メッセージを受信することであって、前記受容メッセージは、複数の第２のＤＴＭ
Ｆトーンを含み、かつ、前記第２のＰＩＮを含む、ことと、
　前記第１の移動局（１０Ａ）が、前記通信アプリケーションを用いて１つ以上の第１の
メッセージを作成することと、
　前記第１の移動局（１０Ａ）が、前記第２のＰＩＮを用いて前記第２の移動局（１０Ｂ
）に前記１つ以上の第１のメッセージを送信することであって、前記第２のＰＩＮは、ル
ーティングサーバがワイヤレスネットワークを介して前記１つ以上の第１のメッセージを
送達することを可能にする、ことと
　を含む、方法。
【請求項３３】
　前記第２の移動局（１０Ｂ）から１つ以上の第２のメッセージを受信することをさらに
含み、前記１つ以上の第２のメッセージは、前記ルーティングサーバを介して前記第１の
ＰＩＮを用いて送信される、請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記通信アプリケーションは、ピア・ツー・ピア・メッセージングアプリケーションを
含む、請求項３２または３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記インビテーションメッセージは、前記第１の移動局（１０Ａ）上に表示されたメニ
ューまたはダイアログボックスからのユーザ選択を検出すると生成される、請求項３２～
３４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３６】
　前記インビテーションメッセージは、対応するインビテーションに対する決定を受容、
拒否、または、先送りする選択肢を前記第２の移動局（１０Ｂ）に提供し、前記受容する
選択肢の選択は、前記受容メッセージを生成する、請求項３２～３５のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項３７】
　前記通話は、前記第１の移動局（１０Ａ）の電話アプリケーションを用いて開始される
、請求項３２～３６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項３８】
　通信アプリケーションを用いて電子データ通信システムにおいて第１の移動局（１０Ａ
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）と第２の移動局（１０Ｂ)との間でメッセージが交換されることを可能にする方法であ
って、前記第１の移動局（１０Ａ）は、第１の個人識別番号（ＰＩＮ）を有し、前記第２
の移動局（１０Ｂ）は、第２のＰＩＮを有し、
　前記方法は、
　前記第２の移動局（１０Ｂ）が、前記第１の移動局（１０Ａ）によって開始された通話
に返信することと、
　前記第２の移動局（１０Ｂ）が、音声回線を介して前記第１の移動局（１０Ａ）からイ
ンビテーションメッセージを受信することであって、前記インビテーションメッセージは
、複数の第１のＤＴＭＦトーンを含み、かつ、前記第１のＰＩＮを含む、ことと、
　前記第２の移動局（１０Ｂ）が、前記音声回線を介して前記第１の移動局（１０Ａ）に
受容メッセージを送信することであって、前記受容メッセージは、複数の第２のＤＴＭＦ
トーンを含み、かつ、前記第２のＰＩＮを含む、ことと、
　前記第２の移動局（１０Ｂ）が、前記通信アプリケーションを用いて１つ以上の第１の
メッセージを作成することと、
　前記第２の移動局（１０Ｂ）が、前記第１のＰＩＮを用いて前記１つ以上の第１のメッ
セージを前記第１の移動局（１０Ａ）に送信することであって、前記第１のＰＩＮは、ル
ーティングサーバが、ワイヤレスネットワークを介して前記１つ以上の第１のメッセージ
を送達することを可能にする、ことと
　を含む、方法。
【請求項３９】
　前記第１の移動局（１０Ａ）から１つ以上の第２のメッセージを受信することをさらに
含み、前記１つ以上の第２のメッセージは、前記ルーティングサーバを介して前記第２の
ＰＩＮを用いて送信される、請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記通信アプリケーションは、ピア・ツー・ピア・メッセージングアプリケーションを
含む、請求項３８または３９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記インビテーションメッセージは、前記第１の移動局（１０Ａ）上に表示されたメニ
ューまたはダイアログボックスからのユーザ選択を検出すると生成される、請求項３８～
４０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４２】
　前記インビテーションメッセージは、対応するインビテーションに対する決定を受容、
拒否、または、先送りする選択肢を前記第２の移動局（１０Ｂ）に提供し、前記受容する
選択肢の選択は、前記受容メッセージを生成する、請求項３８～４１のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項４３】
　前記通話は、前記第２の移動局（１０Ｂ）の電話アプリケーションを用いて返信される
、請求項３８～４２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項４４】
　プロセッサと、メモリと、通信アプリケーションとを含む移動局であって、前記移動局
は、請求項３２～３７のいずれか一項に記載の方法を実行するか、または、請求項３８～
４３のいずれか一項に記載の方法を実行するように構成されている、移動局。
【請求項４５】
　請求項３２～３７のいずれか一項に記載の方法を実行するように構成された第１の移動
局と、請求項３８～４３のいずれか一項に記載の方法を実行するように構成された第２の
移動局と、前記第１の移動局および前記第２の移動局に接続可能なルーティングサーバと
を含むシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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(関連出願へのクロスレファレンス)
　本出願は、２００３年９月１６日に出願された、「Ａ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｃｒｅ
ａｔｉｎｇ　ａ　Ｐｅｅｒ－ｔｏ－Ｐｅｅｒ　Ｑｕｉｃｋ　Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ　Ｓｏｌ
ｕｔｉｏｎ　Ｗｉｔｈｏｕｔ　Ｕｓｉｎｇ　ａｎ　Ｉｎｓｔａｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ
　Ｓｅｒｖｅｒ」と題された米国仮出願Ｎｏ．６０／５０３，３６７、および２００３年
９月１６日に出願された、「Ａｃｔｉｖｉｔｙ　Ｐｒｏｘｙｉｎｇ　Ｐｒｅｓｅｎｃｅ　
ｉｎ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｉｎｓｔａｎｔ　Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ」と題された米国仮出願Ｎｏ
．６０／５０６，３６６の利益を主張する。米国仮出願Ｎｏ．６０／５０３，３６７の開
示および米国仮出願Ｎｏ．６０／５０６，３６６の開示は、ここにおいて、本出願に援用
される。
（技術分野）
　本発明は、一般的に、携帯電話、高度自動機能電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ポケベ
ル、ハンドヘルドコンピュータ、電話可能なラップトップコンピュータ、および他の移動
式の電子機器のような移動局のためのメッセージソリューションに関し、より詳細に、各
移動局に対する存在および「仲間（ｂｕｄｄｙ）リスト」情報のような、状態情報を追跡
するインスタントメッセージングサーバなどを利用しない、移動局に対するピア・ツー・
ピアの迅速なメッセージングソリューションに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インスタントメッセージ（ＩＭ）は、友達または同僚のような、別々の個々がオンライ
ンであるときにユーザーに知らせるサービスであって、彼らが電子メールソリューション
に固有の蓄積転送の遅延なしで、お互いにリアルタイムでメッセージを送信することを可
能にする。インスタントメッセージとともに、各ユーザーは、通信を所望する他のユーザ
ーのリストを生成する（共通して「仲間リスト」と呼ばれる）。インスタントメッセージ
ングサーバは、それに承諾した各々のユーザーのオンライン状態の追跡を維持し（通常、
存在情報と呼ばれる）、そしてユーザーの仲間リストの誰かがオンラインのとき、サーバ
はユーザーに知らせ、他のユーザーとの迅速なコンタクトを可能にする。
【０００３】
　ＩＭソリューションは、すぐに増し、陸線環境だけでなく、携帯電話、高度自動機能電
話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ポケットベル、電話可能なラップトップコンピュータ、お
よび他の移動式の電子機器のような移動局によって使用されるワイヤレス環境でも現われ
る。ワイヤレス環境は、ユーザーが移動局を持ち運ぶ時間に基づいて、高いＩＭソリュー
ションのための可能性を提供する。
【０００４】
　多くの利用可能なＩＭサーバの１つへのアクセスを得るために、ＩＭクライアントを移
動局に送ることは技術的に周知である。これらのサービスは、ＡＯＬインスタントメッセ
ンジャー（ＡＩＭ）、ＩＣＱ、Ｙａｈｏｏ！およびマイクロソフトのＭＳＮメッセンジャ
ーの製品を含む。これらの製品は、各ＩＭサーバによって維持される何千万ものユーザー
を有することが知られ、そしてこれらの通信は、いずれはもっと大きなコミュニティーを
実現するために中間接続される。しかし、陸線およびデスクトップに基づいてＩＭソリュ
ーションは、ユーザー、特にモバイルユーザーが、彼らが移動局を持ち得る所はどこでも
、良いＩＭ機能性を所望し必要とするものに及ばない。さらに、移動局の小さなスクリー
ンおよびメモリは、しばしば路上でＩＭを使用しようとする人々に対して苦い経験を招く
。これらの人々は、低動作および従来のＩＭソリューションを受け入れざるを得ない。な
ぜなら、彼らは、古い様式のデスクトップＩＭソリューションを操作する陸線ユーザーに
到達することを所望または要求し、他に選択する代替のものがないからである。したがっ
て、移動局の本質である、「常時オン」を利用することができる、ワイヤレス移動局電子
機器のために設計された、より良い、より完璧なメッセージングソリューション（ＩＭの
ような迅速なメッセージングを可能にする）が要求される。
【０００５】
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　ワイヤレス環境における現行のＩＭアプリケーションの別の主な問題は、現行のＩＭア
プリケーションが、クライアントとユーザーが利用可能なときに表示するサーバとの間の
メッセージの頻繁な交換を必要とすることである。ネットワーク通信量を増加する、これ
らの頻繁なメッセージは、ワイヤレスネットワークにとって問題である。なぜなら、ワイ
ヤレスネットワークの帯域幅は非常に制限され、そしてデータ交換のコストは非常に高い
からである。この問題はさらに、多くの送信および存在情報、仲間リスト、および仲間状
態の追跡を維持するためにある多くのスモールメッセージにより、移動局のバッテリー寿
命の減少によっていっそうひどくされる。これらスモールメッセージは、「存在更新」情
報が通信者間で常に交換されるという原因によっていっそうひどくされる。
【０００６】
　さらに、現行のＩＭアプリケーションの別の主な問題は、企業のユーザーに対するシス
テムの安全性の欠如である。ユーザー間の交換が暗号化され得ることは事実だが、これは
、ユーザー間で順に回している自分のインスタントメッセージ識別の問題を解決しない。
また、誰が自分をＩＭに招待したのかを認識する問題は、解決されていない。
【０００７】
　別の共通のワイヤレスメッセージング標準は、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）
であり、北アメリカおよび特にヨーロッパ、中国およびインドの至る所で使用されている
。このサービスはまた、多くの弱点を有する。第１に、各ＳＭＳユーザーのアドレスは、
彼らのＭＳ－ＩＳＤＮまたは電話番号を通じて実行されなければならない。この電話番号
は、順に回すのに非常に簡単であり、そして送信者の真正を確認することが不可能である
。第２に、推定されるまたは任意の実際の送達情報が示されないので、情報の交換は、そ
れと関連する多くのリスクを有する。ＳＭＳはまた、いつまでも続くという会話の概念を
有さず、実際には、別のグループとのＳＭＳ会話に関連する、長期間の状態情報を維持す
るＳＭＳデバイスはない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　システムおよび方法は、公知の先行技術ＩＭソリューションと結び付く多くの問題を克
服する移動局間での、迅速なピア・ツー・ピアメッセージングを提供する。上記システム
および方法は、存在および仲間リスト情報のような状態情報を追跡するサーバを必要とし
ないので、データ交換量は縮小される。さらに、上記システムおよび方法は、増大された
安全性を提供する。なぜなら、上記システムにおける移動局の各ユーザーの根本的なアド
レス識別が機密を保持し、ピア・ツー・ピア・メッセージングに関するインビテーション
が他のユーザーを順に回り得ないからである。その上、使用可能性（ａｖａｉｌａｂｉｌ
ｉｔｙ）情報はユーザー間で交換され、そして別のユーザーが特定のメッセージに対して
応答しそうかどうかについての情報を提供することによって、上記ユーザーの経験内容を
向上させる。
【０００９】
　これらおよび本発明の他の局面は、ワイヤレスネットワーク、ワイヤレスネットワーク
に接続されるルーティングサーバ、および複数の移動局を含むシステム、および上記シス
テムの第１の移動局と第２の移動局との間のメッセージを交換する方法によって提供され
る。上記第１の移動局は、１つ以上の第１の通信アプリケーションおよび第１の個人識別
番号が提供され、上記第２の移動局は、１つ以上の第２の通信アプリケーションおよび第
２の個人識別番号を提供される。上記第１および第２の通信アプリケーションは、無線電
話アプリケーション、電子メールアプリケーション、ショートメッセージサービス（ＳＭ
Ｓ）アプリケーション、マルチメディアメッセージングサービス（ＭＭＳ）アプリケーシ
ョン、およびエンハンスドメッセージングサービス（ＥＭＳ）アプリケーションのような
、１つ以上の現行の通信アプリケーションを含み得る。上記第１および第２の移動局はま
た、本発明を実行するピア・ツー・ピア・メッセージングアプリケーションを提供される
。
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【００１０】
　上記方法は、上記第１の個人識別番号を含むインビテーションメッセージを、上記第１
の移動局から上記第２の移動局に、上記第１の通信アプリケーションの１つを使用して送
信すること、および上記第２の個人識別番号を含む承認メッセージを、上記第２の移動局
から上記第１の移動局に、上記第２の通信アプリケーションの１つを使用して送信するこ
とを包含する。これらの工程の後、上記方法は、上記第２の個人識別番号をそれぞれ含む
１つ以上の第１のメッセージを生成し、および上記第１のメッセージをルーティングサー
バを使用して上記ワイヤレスネットワークを通じて上記第２の移動局に送信することを包
含する。上記ルーティングサーバは、上記第２の個人識別番号に基づいて第１のメッセー
ジのルートを決める。上記方法はまた、上記第１の個人識別番号をそれぞれ含む１つ以上
の第２のメッセージを生成、および上記第２のメッセージを上記ルーティングサーバを使
用して上記ワイヤレスネットワークを通じて第１の移動局に送信することを包含する。上
記ルーティングサーバは、上記第１の個人識別番号に基づいて上記第２のメッセージのル
ートを決める。上記ルーティングサーバは、存在情報または仲間リスト情報のような、任
意の移動局に対する任意の状態情報を追跡しない。
【００１１】
　上記方法は、上記第１の個人識別番号を含む第２のインビテーションメッセージを、上
記第１の移動局から上記第２の移動局に、別の１つの上記第１の通信アプリケーションを
使用して送信することをさらに含み得る。この場合、上記第２の移動局は、両方のインビ
テーションメッセージが上記第２の移動局によって受信される場合に限り、上記インビテ
ーションメッセージを受容するように実行され得る。
【００１２】
　１つの特定の実施形態では、通話は上記第１の移動局から上記第２の移動局に音声回線
を通って設置される。この場合、上記インビテーションメッセージは、上記第１の移動局
から上記第２の移動局に上記音声回線を通って送信される複数の第１のＤＴＭＦ発信音を
備え、そして上記承認メッセージは、上記第２の移動局から上記第１の移動局に上記音声
回線を通って送信される複数の第２のＤＴＭＦ発信音を備える。
【００１３】
　上記第１の移動局は、本発明に従って、第１の使用可能性情報メッセージを上記第２の
移動局に、上記ルーティングサーバを通じて定期的に送信し得、上記第２の移動局は、第
２の使用可能性情報メッセージを上記第１の移動局に、上記ルーティングサーバを通じて
定期的に送信し得る。上記使用可能性情報メッセージは、当該の上記移動局の現在の動作
状態から導き出され得、そして当該の上記移動局の特定の状態、または当該の上記移動局
で生じるイベントの特定の状態に関し得る。さらに、各移動局は、上記使用可能性情報メ
ッセージを、データベースにコンタクトする全ての移動局に定期的に送信し得る。
【００１４】
　本発明の全てを理解することは、添付の図面と組み合わせて読まれるとき、下記の好ま
しい実施形態の詳細から得られる。同様な数字は、本明細書中の同様の部分を引用する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明による移動局間の迅速なピア・ツー・ピア・メッセージングを可
能にするシステムのブロック図である。
【図２】図２は、本発明によるピア・ツー・ピア・メッセージングアプリケーションの一
部である模範的なコンタクトデータベーススクリーンを示す、移動局のディスプレイの一
部の図である。
【図３】図３は、本発明によるピア・ツー・ピア・メッセージングアプリケーションを形
成する模範的な状態スクリーンを示す、移動局のディスプレイの一部である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　（発明の最善の実施形態）
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　図１は、本発明による迅速なピアツーピアメッセージングを可能にするための、システ
ム５のブロック図である。システム５は、図１に示される移動局１０Ａおよび１０Ｂのよ
うな複数の移動局１０を含み、携帯電話、高度自動機能電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、
ポケットベル、バンドヘルドコンピュータまたは電話可能なラップトップコンピュータの
ような、任意のタイプの無線携帯通信機器であり得る。公知のように、各移動局１０は、
無線電話アプリケーション、電子メールアプリケーション、ショートメッセージサービス
（ＳＭＳ）アプリケーション、マルチメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）アプリケー
ション、エンハンスドメッセージサービス（ＥＭＳ）アプリケーション、およびメッセー
ジング可能な他のインターネットアプリケーション（これらの各々は、本明細書中では、
「現行の通信アプリケーション」と呼ばれ得る）のような、他の移動局１０に通信可能な
、１つ以上で制限無しの、一般に現行のアプリケーションを含む、さまざまなアプリケー
ションが提供され得る。さらに、各移動局１０は、本明細書に記載されるような本発明の
ピアツーピアメッセージングソリューションを実行するアプリケーションを提供される（
本明細書中では「ピアツーピアメッセージングアプリケーション」と呼ばれる）。本明細
書中で使用されるような用語「アプリケーション」は、１つ以上のプログラム、ルーチン
、サブルーチン、機能呼び出しまたは他のタイプのソフトウェア若しくはファームウェア
などであり、単独またはそれらの組み合わせを含む。システム５はまた、ワイヤレスネッ
トワーク１５を含み、ワイヤレスネットワーク１５は、Ｍｏｂｉｌｔｅｘ（登録商標）、
ＤａｔａＴＡＣ（登録商標）、ＡＭＰＳ、ＴＤＭＡ、ＣＤＭＡ、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ、ＰＣ
Ｓ、ＥＤＧＥ、ＵＭＴＳまたはＣＤＰＤを制限なく含む任意のワイヤレス通信ネットワー
クまたは相互接続されたネットワークの組み合わせであり得る。公知のように、ワイヤレ
スネットワーク１５は、データおよび音声を移動局１０Ａおよび１０Ｂで交換するのを補
助するために、ラジオ周波数（ＲＦ）プロトコルを実行する複数の基地局を含む。ルーテ
ィングサーバ２０は、ワイヤレスネットワーク１５に接続されている。ルーティングサー
バ２０は、Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，Ｓａｎ　ＪｏｓｅのＣｉｓｃｏ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｉ
ｎｃ．によって販売されたようなＴＣＰ／ＩＰルータ、またはネットワークアドレス変換
サーバ（ＮＡＴ）を制限なく含む、データパケットをすばやくルーティングすることが可
能な、任意のタイプのルーティング装置であり得る。
【００１７】
　システム５の各移動局１０は、独自の個人識別番号（ＰＩＮ）が割り当てられて記憶さ
れる。各移動局１０に対するＰＩＮは、それが製造されるかまたはその加入者識別モジュ
ール（ＳＩＭ）を通じたとき、割り当てられてそこに記憶され得る。各ＰＩＮは、ワイヤ
レスネットワーク１５上の対応する移動局１０のネットワークアドレスにマッピングされ
、ワイヤレスネットワーク１５は、データが移動局１０へのルートを決めることを可能に
する。ルーティングサーバ２０は、このマッピングに基づいて移動局１０によって送信さ
れるルーティングメッセージに対して１つ以上のルーティングテーブルを含む。一実施形
態では、ＰＩＮは実質的にはネットワークアドレスそのものであり得、別の実施形態では
、ＰＩＮは移動局１０の電話番号、または移動局１０に対する携帯電話加入者ＩＳＤＮ（
ＭＳＩＳＤＮ）のような独自のＩＤであり得、そしてネットワークアドレスは、ＩＰアド
レスまたはそのようなものであり得る。
【００１８】
　本発明による２つの移動局１０間のピアツーピアメッセージングセッションの確立およ
び保守について説明する便宜上、基準は図１に示される移動局１０Ａおよび１０Ｂとする
。しかし、同一の記載は、任意の２つの移動局１０間のピアツーピアメッセージングセッ
ションに適用されると認識される。移動局１０Ａのユーザーが、移動局１０Ｂのような別
の移動局１０とともに本発明によるピアツーピアメッセージングセッションを確立したい
とき、移動局１０Ａは、移動局１０Ａおよび移動局１０Ｂの両方に共通する１つ以上の現
行の通信アプリケーションを使用して、移動局１０Ｂにインビテーションを生成し送信す
る。好ましくは、これは、移動局１０Ａの画面上にユーザーのために表示される適切なメ
ニューおよび／またはダイアログボックスを使用する、ピアツーピアメッセージングアプ
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リケーションを通じて容易にされ、達成される。いずれの場合にも、インビテーションは
、電子メール、ＳＭＳメッセージ、ＥＭＳメッセージ、またはＭＭＳメッセージ若しくは
ワイヤレス通話のような、特定の現行の通信アプリケーションに対する適切なメッセージ
から構成され、それは：（１）移動局１０Ｂのユーザーがインビテーションを受容するこ
とを要求し、そしてピアツーピアメッセージングセッションを、移動局１０Ｂを使用して
移動局１０Ａとともに確立するかどうかについてのリクエストの一部の形式、（２）移動
局１０ＡのＰＩＮを含むファイルまたはその一部、および（３）ピアツーピアメッセージ
ングアプリケーションを使用するピアツーピアメッセージングセッションのためのメッセ
ージを表示するインジケータ、を含む。以下にさらに詳細に記載されるように、項目（３
）は、特定のタイプのメッセージであるインビテーションメッセージを識別し、そして移
動局１０のピアツーピアメッセージングアプリケーションは、その受け取りを実行させる
ようなデータ要素である。移動局１０Ｂのユーザーが、移動局１０Ａとともにピアツーピ
アメッセージングセッションを確立することを望む場合、移動局１０Ｂのユーザーは、適
切な現行の通信アプリケーションを使用して受容メッセージとともにインビテーションに
応答し、それは：（１）移動局１０Ｂのユーザーがセッションの確立を要求する、移動局
１０Ａのユーザーへの確認の一部の形式、（２）移動局１０ＢのＰＩＮを含むファイルま
たはその一部、および（３）ピアツーピアメッセージングアプリケーションを使用するピ
アツーピアメッセージングセッションのためのメッセージを表示するインジケータ、を含
む。さらに、これは、好ましくは、移動局１０Ｂの画面上にユーザーのために表示される
適切なメニューおよび／またはダイアログボックスを使用して、ピアツーピアメッセージ
ングアプリケーションを通じて容易にされ、達成される。好ましくは、ＰＩＮが、ある移
動局から別の移動局に送信されるときはいつでも、それは、エンコード（ハッシュ関数の
ような）形式および／または暗号化形式で送信され、そしてシステム５の各々の移動局１
０は、受信したときのＰＩＮのように、デコードおよび／または解読に必要な情報を提供
される。
【００１９】
　認識されるように、一旦上記の工程が完了すると、移動局１０Ａは移動局１０Ｂに対し
てＰＩＮを有し、そして移動局１０Ｂは移動局１０Ａに対してＰＩＮを有する。今、移動
局１０Ａまたは１０Ｂのどちらかが、もう一方にピアツーピアメッセージを送信するよう
要求する場合、もう一方は、好ましくは、メッセージヘッダーにおいて、送信されるべき
メッセージ情報とともに、受信側の移動局１０（１０Ａまたは１０Ｂ、場合に応じて）の
ＰＩＮを含むピアツーピアメッセージングアプリケーションを使用してピアツーピアメッ
セージを作成する。ピアツーピアメッセージは次いで、移動局１０によって、ワイヤレス
ネットワーク１５を通じてルーティングサーバ２０に送信される。ルーティングサーバ２
０は、ピアツーピアメッセージからＰＩＮを得て、そこに記憶されたルーティングテーブ
ルを使用してそして受け取り側の移動局１０（１０Ａまたは１０Ｂ、場合に応じて）のネ
ットワークアドレスを決定するためにそれを使用し、メッセージを受け取り側の移動局１
０（１０Ａまたは１０Ｂ、場合に応じて）に、決められたネットワークアドレスを使用し
てワイヤレスネットワーク１５を通じて送信する。一旦受信されると、ピアツーピアメッ
セージ、および特にそこに含まれるメッセージ情報は、受け取り側の移動局１０（１０Ａ
または１０Ｂ、場合に応じて）のユーザーのために表示される。
【００２０】
　本発明の一実施形態に従って、複数の現行の通信アプリケーションを使用して複数の通
信パスを通る、上記に記載されたようなインビテーションを送信することによって、ピア
ツーピアメッセージングにおける安全性は増大され得る。認識されるように、各通信パス
は、インビテーションの送信側に対して異なるアドレス識別を確認する。したがって、イ
ンビテーションの信頼性を確認する助けとなる。例えば、移動局１０Ａのユーザーは、電
子メールアプリケーションおよびＳＭＳアプリケーションの両方を使用して、上記のよう
な移動局１０Ｂとともにピアツーピアメッセージングセッションを確立することを望み得
る。この場合、インビテーションメッセージが移動局１０Ｂによって受信されたとき、移
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動局１０Ｂなどの「受信ボックス（ｉｎｂｏｘ）」は、移動局１０Ａからの２つのメッセ
ージを示す。すなわち、電子メールインビテーションおよびＳＭＳインビテーションであ
る。メッセージが到着するとき、移動局１０Ｂのユーザーは、カレンダーアプリケーショ
ン、アドレス帳アプリケーション、ブラウザアプリケーションまたは電話アプリケーショ
ンのような、移動局１０Ｂの任意のアプリケーションで作業し得るか、若しくは現在、移
動局１０Ｂ（電源が入っているにもかかわらず）を使用しない。ユーザーは、移動局１０
Ｂによって受信された任意の他のメッセージと同じ様式で、インビテーションメッセージ
の到着が通知され得る（例えば、ビープ音および／または振動）。移動局１０Ｂのユーザ
ーが、これら２つのメッセージのどちらか一方を開くとき、ピアツーピアメッセージング
アプリケーションは、メッセージを処理するために呼び出される。当業者によって認識さ
れるように、ピアツーピアメッセージングアプリケーションの自動呼出しは、形式に関係
なく、表示する特定のインジケータとともに、各インビテーションメッセージを提供する
ことによって実行され得、表示する特定のインジケータはピアツーピアメッセージングセ
ッションに対するインビテーションであり、そして上記のインジケータに入ってくるメッ
セージの全てを監視するピアツーピアアプリケーションをプログラミングすることによる
インビテーションである。さらに、各インビテーションメッセージが、ピアツーピアメッ
セージングアプリケーション内に生成されるとき、送信された多数（異なるパス以上）の
インビテーションメッセージの表示を含む。この例のような、複数のパスが使用される場
合、ピアツーピアメッセージングアプリケーションは、次に他のインビテーションメッセ
ージに対して「受信ボックス」などをスキャンする。例えば、電子メールインビテーショ
ンメッセージが最初に開かれる場合、ピアツーピアアプリケーションは、ＳＭＳインビテ
ーションメッセージに対して「受信ボックス」などをスキャンする。上記されるように、
インビテーションメッセージは、それとともに提供される特定のインジケータによって識
別される。この実施形態のピアツーピアメッセージングアプリケーションは、移動局１０
Ｂのユーザーに、他のインビテーションメッセージが見つかるまでの間、インビテーショ
ンを受容する能力を提供しない。一旦他のインビテーションメッセージが見つかると、移
動局１０のユーザーは、上記されたようなインビテーションを受容し得、インビテーショ
ンを拒否するか、または受容するか拒否するかどうかの決定を先送りする。
【００２１】
　本発明の別の特定の実施形態に従って、ピアツーピアメッセージング会話は、回線切り
替え携帯電話のような通話を使用して確立され得る。特に、再び例のような移動局１０Ａ
および１０Ｂを使用し、移動局１０Ａは、移動局１０Ａの電話アプリケーションを使用す
るワイヤレスネットワーク１５を通じて、移動局１０Ｂと最初に通話を開始し、そして呼
び出しは電話アプリケーションを使用する移動局１０Ｂによって応答される。実行される
各メンバーの音声認証を可能にするセッションを開始する通話の使用は、その結果、安全
性が増大する。呼び出しが移動局１０Ａと移動局１０Ｂとの間で始まる一方、移動局１０
Ａは、移動局１０Ａのユーザーのリクエストで（例えば、適切なメニューの選択および／
または移動局１０Ａで表示されるダイアログボックスを通じて）、一連のトーン信号（Ｄ
ＴＭＦ）発信音から成るピアツーピアメッセージングインビテーションを、移動局１０Ｂ
に、移動局１０Ａと移動局１０Ｂとの間にすでに接続されている音声回線を通じて送信す
る。このインビテーションは、上記されるように、移動局１０ＡのＰＩＮを含む。ＤＴＭ
Ｆインビテーションメッセージの受け取りと同時に、移動局１０Ｂのピアツーピアメッセ
ージングアプリケーションは、インビテーションを移動局１０Ｂのユーザーに通知し、ユ
ーザーのために表示されるダイアログボックスなどを通じるなどして、インビテーション
の決定を受容、拒否、または先送りする選択肢をユーザーに提供する。移動局１０Ｂのユ
ーザーが承認すると、移動局１０Ｂのピアツーピアメッセージングアプリケーションは、
移動局１０Ａと移動局１０Ｂとの間ですでに接続された音声回線を通じて送信され、一連
のＤＴＭＦ発信音から成る承認応答メッセージが移動局１０Ａに送信される。これらＤＴ
ＭＦ発信音は、移動局１０ＢのＰＩＮを含む。この時点で、移動局１０Ａおよび移動局１
０Ｂは、ピアツーピアメッセージングセッションを維持するために必要な情報を交換し、
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そしてメンバーは、上記に記載されたように上記のメッセージを交換し始め得る。認識さ
れるように、アナログモデム技術およびＤＴＭＦではない発信音を含む音声チャンネルを
通して情報を送信および受信することに代わるものは、本実施形態のＤＴＭＦ発信音の代
わりになり得る。
【００２２】
　安全性が増大する本発明の別の局面にしたがって、各移動局１０のＰＩＮは、機密が保
持される。これは、各移動局１０の各ユーザーが、ＰＩＮ、つまりユーザーの「ネットワ
ーク識別」に誰がアクセスするのかを制御することを可能にする。保護機能のようなもの
がなければ、ユーザーのネットワーク識別は、広範にそしてそれらの制御なしで共有され
得る。これは、多数の方法で実行され得る。単純な方法は、電子メールのようなメッセー
ジに対して、バイナリ添付ファイルのようなＰＩＮをエンコードするだけである。この方
法では、情報は移動局１０のソフトウェアに使用可能であるが、ユーザーには容易に使用
できない。添付ファイルもまた意図する受信者のバイナリ指定（例えば、それらの電子メ
ールアドレス）を含むと、次いでソフトウェアは、それらの電子メールアドレスが意図す
る受信者と一致すれば、ユーザーがインビテーションを受容することのみを可能にする。
この仕組みに対して、ユーザーがバイナリ添付ファイルデータを見ることができる場合、
ＰＩＮを見ることができ得る。システムは、多くの方法において、より安全にされ得る。
例えば、ＰＩＮは、発信者および受信者の両方によって知られるキーを使用して暗号化さ
れ得る。
【００２３】
　本発明の局面にしたがって、各移動局１０のピアツーピアメッセージングアプリケーシ
ョンは、移動局１０のユーザーが通信するか、またはピアツーピアメッセージングアプリ
ケーションを使用して通信することを望む別の移動局１０の各ユーザーに対して、名前お
よび／または他の識別情報と、対応するＰＩＮとを記憶するコンタクトデータベースを含
む。このコンタクトデータベースはしたがって、ＩＭアプリケーションの役割である「仲
間リスト」に類似する。ユーザーおよびＰＩＮ情報は、ユーザーが別のユーザーとピアツ
ーピアメッセージングセッションを確立するか、またはユーザーが異なる様式の別のユー
ザーから取得された情報を入力することによって簡単にコンタクトデータベース中に追加
され、そして記憶される。登録はまた、ユーザーによってコンタクトデータベースから選
択的に削除され得る。図２は、例示的なコンタクトデータベーススクリーン２５を示す移
動局１０のディスプレイの一部の図であり、コンタクトデータベーススクリーン２５は、
ピアツーピアメッセージングアプリケーションの一部であり、そしてコンタクトデータベ
ース中に記憶されたコンタクトのリスト３０を表示する。図２に示されるように、コンタ
クトデータスクリーン２５はまた、リスト３０にリストアップされている各コンタクトに
対応して提供し、状態情報３５は、「暗示された（ｉｍｐｌｉｅｄ）使用可能性」と呼ば
れるピアツーピアメッセージングセッションに関係する、特定のコンタクトの見込みのあ
る使用可能性に関する。この使用可能性情報は、以下により詳細に考察されている。
【００２４】
　本発明のさらなる局面に従って、各移動局１０（明確にするために「第１の移動局１０
」と呼ばれる）は、ワイヤレスネットワーク１５およびルーティングサーバ２０を通じて
、第１の移動局１０（明確にするために「他の移動局１０」と呼ばれる）のコンタクトデ
ータベースにリストアップされた、各々のユーザーの移動局１０に関する使用可能性情報
、および各々のユーザーの記憶されたＰＩＮを使用して、例えばデータ通信量を最小限に
するために１０分ごとに定期的に送信する。一特定の実施形態では、任意の他の移動局１
０が電源を切るかまたは受信可能範囲から出ると、ルーティングサーバ２０は、上記の他
の移動局１０に対して意図された、多数の使用可能性情報メッセージを処理待ちにし、そ
して他の移動局１０が電源を入れるか、または受信可能範囲に戻るとすぐにそれらを交付
する。時間が経てば変わる使用可能性情報は、第１の移動局１０の現在の操作状態から供
給される。使用可能性情報は、コンタクトデータベースにある他の移動局１０の各々のユ
ーザーに見込みを与えるために、第１の移動局１０におけるユーザーの動作の表示を提供
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することを目的とする。その見込みとは、第１の移動局１０のユーザーが、第１の移動局
１０のユーザーに送信されたピアツーピアメッセージを読み、そして返信をどの程度する
のかである。システム５の全ての移動局１０（以下に記載されるような使用不能にされる
ことがない限り）が、使用可能性情報を全てのコンタクトに転送するので、システム５の
各移動局１０は、コンタクトデータベース中の他のユーザーの各々に対する使用可能性情
報を有し得る。結果として、任意の移動局１０のユーザーは、特定のコンタクトがピアツ
ーピアメッセージを受信し、応答するかどうかについての認識を得るために、移動局１０
のコンタクトデータベースにリストアップされた任意のコンタクトの使用可能性情報を閲
覧することができ、そして情報はピアツーピアメッセージを送信するかどうかの判断をも
たらし得る。
【００２５】
　使用可能性情報は、例えば、移動局１０がワイヤレスネットワーク１５の範囲内で電源
を入れ、そしてピアツーピアメッセージが受信されることを防ぐアプリケーションを積極
的に利用しないことを示す「利用可能な（ａｖａｉｌａｂｌｅ）」のような一般状態イン
ジケータと、ここでピアツーピアメッセージは、電話アプリケーションを使用し、係わり
あうような受信された通話からのものであり、また、例えば、移動局１０が電源を切られ
ているかワイヤレスネットワーク１５の範囲外であることを示している「利用不可能な（
ｕｎａｖａｉｌａｂｌｅ）」のような一般状態インジケータとから成り得る。さらに、使
用可能性情報は、例えば、入ってくる通話を無視する、ユーザーの移動局１０の電源を切
る、移動局１０が現在の通話に関わっている、第１の移動局１０ユーザーが、移動局１０
に提供されたカレンダーアプリケーションに参加することによって表示されるときにミー
ティング中である、または移動局１０のユーザーが、ピアツーピアメッセージングアプリ
ケーションを現在使用中であるといった、移動局１０の特定の状態または移動局１０で生
じるイベントの特定の状態に関し得る。認識されるように、使用可能性情報は、移動局１
０内でのあらゆる動作および／または一部の利用可能な情報のあらゆる動作に関連して得
られ、上記にリストアップされた特定の例は、例示のみを指し、制限されない。そのうえ
、一般状態インジケータは、移動局１０の特定の状態および／または移動局１０で生じる
イベントの特定の状態に関する情報に基づいて多数のレベルまたは使用可能性の程度を備
え得る。このような場合では、使用可能性情報は、「利用可能性－レベル１」、「利用可
能性－レベル２」などのような、さまざまなレベルまたは利用性の程度を表示する度合い
について通知され得る。加えて、移動局１０の特定のユーザーがこれを接近して追跡する
という彼らの使用可能性を要求しなければ、移動局１０が使用可能性情報を送信すること
を防ぐことができる。使用可能性情報の生成および供給のより詳細な考察は、代理人整理
番号Ｎｏ．２９１０１０－０００８２およびＮｏ．２９１０１０－００１２２によって識
別される、「Ｈａｎｄｈｅｌｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ａｓｓ
ｏｃｉａｔｅｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ　Ａｖａｉｌａｂｉｌｉｔｙ　Ｄａ
ｔａ　ｉｎ　ａ　Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ」と題される、２つの共
有に係る米国出願に提供され、その開示は、ここにおいて、本出願中に援用される。
【００２６】
　図３は、本発明によるピアツーピアメッセージングアプリケーションの一部を形成する
、例示的な状態画面４０を示す移動局１０の画面の一部の図である。状態画面４０は、ピ
アツーピアメッセージングアプリケーションのメイン画面であり、移動局１０のユーザー
に、ピアツーピアメッセージングアプリケーションに関する全体的な状態情報を提供する
。特に、状態画面４０は、現在会話中のグループ４５、通信が遮断されている人（ｂｌｏ
ｃｋｅｄ　ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｅｎｔｓ）のグループ５０、および会話を保留している
グループ５５を含む、さまざまなグループに関する情報を提供する。現在会話中のグルー
プ４５は、会話と呼ばれる、全てのピアツーピアメッセージングセッションに関する情報
をリストアップして提供し、そこでは移動局１０は、一般に活動中である。現在会話中と
は、移動局１０が上記されたようなインビテーションを、別の移動局１０に送信するかど
うかであり、次に上記されるような承認メッセージを受信し、または別の移動局１０が上
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記されるようなインビテーションを移動局１０に送信し、移動局１０が上記されたような
承認メッセージに対応する。通信が遮断されている人のグループ５０は、他の移動局１０
のユーザーのリストを提供し、この移動局１０のユーザーはこれ以上からピアツーピアメ
ッセージを受信することを望まない。そして、それらのメッセージは遮断され、ユーザー
に表示されない。好ましくは、移動局１０によって通信が遮断されている人の各々に送信
される。あるいは、他の移動局１０のユーザーからのピアツーピアメッセージは、この移
動局１０のユーザーがこれ以上のピアツーピアメッセージの受信を望まず、コンタクトデ
ータベースから上記他のユーザーを削除することによってピアツーピアメッセージを遮断
し、ユーザーに表示され得ない。会話を保留しているグループ５５は、移動局１０の現在
会話を保留している人全てに関する情報を提供する。会話を保留している人は、移動局１
０が上記されるようにインビテーションを別の移動局１０に送信し、そしてまだ返信を受
信していないか、または別の移動局１０が上記されるようなインビテーションを移動局１
０に送信し、そして移動局１０がまだ返信していないかのどちらかを意味する。
【００２７】
　現在会話中のグループ４５、通信が遮断されている人のグループ５０、および会話を保
留しているグループ５５は、選択的に、追加情報が表示されると拡張され得、または追加
情報が表示されないと崩壊され得る。各々の現在会話中のグループ４５、通信が遮断され
ている人のグループ５０、および会話を保留しているグループ５５は、拡張された形式で
図３に示される。ユーザーは、移動局１０の一部として含まれる、複数のキーおよび／ま
たは回転性のサムホイールのような入力装置を通じて移動局１０中に入力を提供すること
によって、拡張状態および崩壊状態を選択的に切り替える。拡張状態では、現在会話中の
グループ４５は、現在会話中の各々に対してリストアップする：（１）ユーザーは、他の
移動局１０と結び付き、（２）使用可能性情報は、他の移動局１０に関連し、そして（３
）最も最近のメッセージのデータおよび／または時間を送信または受信される。ピアツー
ピアメッセージングセッションは、長日月、例えば数週間または数ヶ月の間、開発され能
動的であり続けることができるので、項目（３）はどちらの会話が最も能動的で最新であ
るかに関するクイックリファレンスを提供する。拡張状態では、会話を保留しているグル
ープ５５は、会話を保留しているグループの各々に対してリストアップする：（１）ユー
ザーは、他の移動局１０と結び付き、そして（２）使用可能性情報は、他の移動局１０に
関連する。図３に示されるように、使用可能性情報を示すアイコン６０は、好ましくは、
現在会話中のグループ４５、および通信が遮断されている人のグループ５０へのエントリ
ーの次に、ユーザーに対しての参照の容易さのために、提供される。
【００２８】
　したがって、本発明は、公知の先行技術であるＩＭソリューションと結びつく多くの問
題を克服する、移動局間の迅速なピアツーピアメッセージングのためのシステムおよび方
法を提供する。ＩＭサーバとは違って、ルーティングサーバ２０は存在リスト情報および
仲間リスト情報のような状態情報を追跡しないので、データ交換の量は縮小される。さら
に、安全性は増大される。なぜなら、各ユーザーの根本的なアドレス識別は、機密が保持
され、そしてメッセージインビテーションは、周りの他のユーザーに送られ得ないからで
ある。さらに、ユーザー間で交換される使用可能性情報は、別のユーザーが特定のメッセ
ージに応答しそうかどうかについての情報を提供することによって、ユーザー経験を増す
。
【００２９】
　本発明の特定の実施形態が詳細に記載されている一方で、さまざまな改変およびそれら
の詳細の代替案は、開示の全体的な教示の観点で開発することが、当業者によって認識さ
れる。したがって、開示された特定の処理は、単に例示され、添付された請求項およびそ
れに均等物の全ての範囲が与えられる本発明の範囲に関して限定されない。
【００３０】
　（産業上の利用可能性）
　本発明は、携帯電話、高度自動機能電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ポケットベル、ハ
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子機器のような、移動局に対するメッセージングソリューションに向けられる。

【図１】

【図２】

【図３】
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